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　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

   保険課からのお知らせ 
   国民健康保険税の全期前納報奨金制度を廃止します 
 

　国民健康保険税の納期前納付による前納報奨金制度は、市税の条例改正に伴い平成１９年度から廃止することと

なりました。なお経過措置として、平成１８年度に限り前納報奨金の交付率を現在の「１００分の０．４」から「１００分

の０．２」に引き下げて交付します。これまで、この制度の運用にご協力をいただいた皆様に感謝を申し上げると

ともに制度の廃止については、ご理解のうえ今後も納期内納付になお一層のご協力をお願いします。  

■問合先　保険課保険税係     （内線２６６、３６８） 

 

 

   国民年金からのお知らせ 
 

　五條市地域包括支援センターを創設します 
 
　介護保険改正に伴い４月より五條市地域包括支援センターを、保健福祉センター内に設置しました。６５歳以
上の高齢者を対象に、地域における介護予防や介護に関するさまざまな相談や介護予防事業を推進するため、地
域の中核機関として事業を展開します。 

  

■利用内容 

▽介護保険認定により、要支援２および要支援１と認定された高齢者の方々には介護予防サービス（新予防給 

　付）が利用できます。 

▽今後、介護や要支援が必要となるおそれのある高齢者には介護予防サービス（地域支援事業）が利用できます。 

▽高齢者に対する虐待やうつ・認知症などの相談および防止に関すること。  

■問合先　五條市地域包括支援センター（カルム五條内）　☎２５－２６４０ 

 

 

　　 ４月１日より 
　障害者自立支援法が始まりました 
 
　障害施策が大きく変わり、障害のある人々の自立を支えます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問合先 
 　社会福祉課福祉係       （内線２９９） 
 　厚生課       （内線 １６） 
 　住民厚生課     （内線 ２５） 
  

　福祉タクシー利用券の交付について 
 

　心身に障害のある人が、タクシーを利用した場合に基本料金を助成する福祉タクシー利用券を発行しています。
（１年度につき１回。２４枚つづり） 
■対象者　　身体障害者手帳（１級または２級）、療育手帳（Ａ判定）のいずれかをお持ちの人です。 
■手続方法　社会福祉課福祉係、西吉野支所厚生課、大塔支所住民厚生課の窓口で手続きを行ってください。 
                 （代理でも可） 
■手続きに必要なもの　印鑑、身体障害者手帳　または　療育手帳 
■その他　タクシーは五條市が契約しているタクシーに限ります。 
               利用できるタクシーについては問い合わせてください。 
■問合先 
 　社会福祉課福祉係       （内線２９９） 
 　厚生課       （内線 １６） 
 　住民厚生課     （内線 ２５） 
  

障害基礎年金と老齢厚生年金等※との併給が可能となりました 
 

平成１８年４月より 

本 

本 

本 

学生納付特例制度の申請はお早めに ● 

● 

　４月から学生になった人や前年度に引き続き平成１８年度の学生納付特例を希望する場合は、申請

（平成１７年度中の申請は平成１８年３月分までの承認のため）が必要です。年金手帳・印鑑・学生証

または在学証明書（コピー可）を持参のうえ、年金係窓口で申請を行ってください。保険料が未納

となっている場合、その間に事故や病気で障害が残っても「障害基礎年金」が支給されない場合が

あります。申請はお早めに。 

 　また、平成１８年３月末に卒業した人で、４月分以降の国民年金保険料の納付が困難な場合には、

申請（所得審査があります）により納付が免除される『免除制度』や、納付が猶予される『３０歳未

満の若年者納付猶予制度』があります。詳細については年金係に問い合わせてください。 

■問合先　市民課年金係     （内線２６８、３７０） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　 

　今までの制度では、障害基礎年金と老齢や死亡を支給事由とする年金とは併給できないことにな

っていました。 

 　障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の受給権を有する６５歳以上の年金受給権者であ

って、障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の併給を選択することにより支給額が高く

なる場合については、社会保険業務センターから５月中旬にその旨のお知らせが送付される予定です。

退職共済年金や遺族共済年金の受給権者にはお知らせは送付されませんので、社会保険事務所へ確

認してください。 

 　お問い合わせは『ねんきんダイヤル　☎０５７０－０７－１１６５』まで。 

　なお、対象は障害基礎年金の受給権者のうち、６５歳に達している人となります。 
 　　　※新たに障害基礎年金と併給可能となった年金 
 　　　　⇒　老齢厚生年金、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金 
 

 障害者自立支援法のポイント  

① 障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害のある人々が      
　 必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元
　 化し、施設・事業所を再編                                                             
② 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供します    
③ サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、    
　 国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、
　 必要なサービスを計画的に充実                                                        
④ 就労支援を抜本的に強化                                                    
⑤ 支給決定の仕組みを透明化、明確化                                         
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